
連合青森2025春季生活闘争討論集会

　連合青森は２月１日（土）13時30分から、青森
県労働福祉会館にて「2025春季生活闘争討論集会」
を開催し、オンラインを含む120名の組合員が参
加のもと、県内すべての働く者の賃上げ、労働条
件の向上をめざし認識を合わせた。
　あいさつに立った塩谷進会長は、「昨春闘で高
水準の賃上げを勝ち取ったものの、生活向上を実
感した者は一部にとどまり、個人消費は低迷して
いる。労務費の適正な価格転嫁は道半ばの状況」
と指摘。「賃金も経済も物価も安定した巡行軌道
に乗せ、賃上げの流れを定着させるとともに賃上
げの裾野を広げる取り組みに重心を置き、人手不
足解消、県内経済の好循環・活性化に繋げていか
なくてはならない」と今春闘に臨む決意を表した。

　次に連合総合政策推進局
労働条件・中小地域対策局
小菅元生局長が『連合2025
春季生活闘争方針』につい
て提起し、①慢性デフレに

終止符を打ち新たなステージの定着、②格差是正
と分配構造の転換、③仲間を増やし集団的労使関
係拡大の３点の基本スタンスについてデータに基
づき説明。価格転嫁と賃上げの相関関係について

「転嫁割合が高いほど、受注中小企業の賃上げ率
も高い傾向にある」と実態を語った。また「厚生

労働省の調べで、労働組合の有無により平均賃金
改定率に１％の差が生じているとの結果が出てい
る。労働組合の存在意義を今一度、今次春闘でア
ピールしよう」と強調した。
　続いて日本銀行青森支店
益田清和支店長より『青森
県内の経済状況』と題し解
説がされ、当面の青森県経
済を展望するうえでのポイ
ント、①サービス消費の持続性、②個人消費の下
支え効果の持続性、③海外需要動向の３点を提示
した。①については「主に観光・インバウンド需
要が通年継続できるかがカギとなる。喚起に向け
た取り組みを着実に進めていくことが必要」と述
べ、②については「県内企業100社への賃上げに
関するヒアリングから55社は賃上げ実施と回答あ
るものの、その原資については価格転嫁によるも
のが25社に留まっている。中でも非製造業の約６
割において価格転嫁が進んでおらず、消費者の買

賃上げの流れ定着、裾野を広げる取り組みを！
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「自分の働き方」見つめ直してみませんか？
　　 ３月６日は36（サブロク）の日
法律で定められている労働時間は原則「１日８時間、週40時間以内」。
時間外労働には「36（サブロク）協定」が必要です。
2020年４月１日からは中小企業も含めた
すべての企業に時間外労働の上限規制が導入されています。

い控えを懸念しているものとみられる。所得と支
出の好循環の観点から賃上げの持続性が重要ポイ
ントとなる。今後、原資の確保に注目していきた
い」などと解説があった。
　集会後半に入り、中野隼事務局長が『連合青森
2025春季生活闘争方針』について提起し、最後に

「失われた四半世紀に後戻りさせてはいけない。
適正な価格転嫁の実現、継続的に賃上げできる環
境づくりを進め、あらゆる格差是正に注力する」
とした「闘争開始宣言」を採択し、団結ガンバロー
を三唱し、2025春季生活闘争勝利に向け闘いの火
ぶたを切った。

【賃上げ要求目標】
●率要求　６％以上
　�賃上げ分3.5％程度と定期昇給相当分（賃金
カーブ維持相当分）を含む賃上げ５％程度
＋格差是正分１％以上

●額要求　15,000円以上
①賃金カーブの算定が困難な場合
　�定期昇給相当分（賃金カーブ維持相当分）
3,750円程度＋賃上げ分8,750円程度＋格差
是正分2,500円以上
②賃金カーブの算定が可能な場合
　�定期昇給相当分＋賃上げ分8,750円程度+格
差是正分2,500円以上
　格差是正分2,500円以上

率・額の組み立て

５％
1.5％ 3,750円 定期昇給相当分

（賃金カーブ維持相当分）
3.5％ 8,750円 賃上げ分

１％以上 2,500円以上 格差是正分

●初任給の要求目標
　183,250円（18歳高卒初任給参考目標値）
●企業内最低賃金 1,120円以上
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【要請内容】５項目
①「率で６％以上、額で15,000円以上」の賃上げ

②雇用形態間格差の是正

③男女間賃金格差・生活関連手当支給基準の是正

④｢すべての労働者の立場にたった働き方｣の見直し

⑤法定最低賃金の改正

「賃上げ」率で６％以上、額で15,000円以上、「雇用形態間格差是正」などを要求！
� 県経営者協会に申入れ

　連合青森は１月30日（木）、青森県経営者協会
（七尾嘉信会長）に対し、「2025年春季労使交渉に関
する申入れ」を行った。
　この申入れは今春季生活闘争にあたり、全国最
低水準に位置する本県の賃金や労働条件につい
て、労使一体となり改善に向け取り組むことが若
者や女性の県外流出や中央との格差を是正し、地
場企業に持続的活力を与え、地域経済の発展に向
け不可欠であるとして例年行われている。
　連合青森塩谷進会長は、2024春季生活闘争で過
去最高水準を獲得したことに触れ、「2025春季生活
闘争は、一歩踏み出した賃上げの流れを定着さ
せ、如何に裾野を広げられるかがポイントとな
る。実現に向けては道半ばである労務費の適正な
価格転嫁ができる環境づくりが重要であり、経営
者側の真摯な対応をお願いする」と強調した。
　これに対し県経営者協会七尾会長は「地域や企
業の発展には優秀な人材の育成・確保は必要不可
欠。若者・女性・高齢者など多様な人材の活用を
図り、これまで以上に事業継続と雇用維持に努め
る必要がある」と述べたものの、「本県は99.9％が

中小企業。コスト上昇により倒産・廃業が相次い
でいるのも事実。この厳しい中で人件費を上げら
れる体力が県内中小企業にあるか難しい状況。各
企業の実情を踏まえ、賃金の適正な配分を実現で
きるよう策を考えていきたい」と回答した。
　この申入れに対する見解は３月11日「労使交渉
懇談会」で示される。

2025年２月行動予定　２月10日現在

〇２月10日（月） 12時00分　さくら野青森店前
　「労働相談ホットライン周知街頭行動」
〇２月13日（木）～14日（金） 10時～18時
　「全国一斉集中労働相談ホットライン」
〇２月19日（水） 15時10分　県労働福祉会館
　「第３回ジェンダー平等推進委員会」
〇２月22日（土） 13時30分　県労働福祉会館
　「2025青年・女性ファイテイングフォーラム」
〇２月25日（火） 13時00分　県労働福祉会館
　「第２回地場労組対策委員会」
〇２月25日（火） 13時30分　県労働福祉会館
　「今年もガンバル！地場労組交流の集い」
〇２月26日（水） 13時30分　県労働福祉会館
　「第２回戦術会議」
〇２月26日（水） 上記終了後　県労働福祉会館
　「第12回四役会議」

2025年３月行動予定

〇３月１日（土） 10時30分　青い海公園
　「2025春季生活闘争総決起集会」
〇３月１日（土） 13時30分　県労働福祉会館
　「官公部門連絡会春闘勝利総決起集会」
〇３月１日（土） 14時　さくら野青森店前
　「3.8国際女性デー街頭行動」
〇３月１日（土） 15時　青森市 新町キューブ
　「第１回女性委員会幹事会」
〇３月５日（水） 10時00分　県労働福祉会館
　「第96回メーデー第１回実行委員会」
〇３月６日（木） 10時30分　県労働福祉会館
　「第１回組織拡大戦略会議」
〇３月６日（木） 13時30分　県労働福祉会館
　「第２回闘争委員会」
〇３月６日（木） 上記終了後　県労働福祉会館
　「第11回執行委員会」
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2,000枚もの「不織布マスク」を青森県母子寡婦福祉連合会へ贈呈
　県外の一般の方
２ 名 か ら 頂 戴 し
た「 不 織 布 マ ス
ク 」2,000枚 を 連
合青森は２月４日

（火）、ひとり親世
帯の支援活動をしている（公財）青森県母子寡婦
福祉連合会（大村ミツ会長）へ寄贈した。
　これはコロナ禍、連合青森で『マスクをつなご
う運動』を展開。その活動内容を連合『ゆにふぁ

んマップ』に掲載していたものをネット検索で知
り、寄付に至った善意のマスク。
　このマスクは市町村組織などを通じ、ひとり親
世帯に届けられる。
連合『ゆにふぁんマップ』はコチラ

3.8国際女性デー
　“女性の政治的自由と平等の
ために行動する記念日”と位置
づけられ、賃金・労働条件の向
上を表す「パン」と、女性の尊
厳・人権の確保を表す「バラ」
をシンボルに、世界各国で様々
な行動が展開されています。

３月８日
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